
●裁判所で行われる民事調停
　民事調停事件は、民事上の紛争について、裁判
所を通じた話し合いにより紛争を解決するため
の手続です。
　例えば、貸金の借主に対する貸金返還請求事
件では、申立人（貸主）とその請求の相手方（借
主）が、裁判所の調停室で民事調停委員を交えて
話し合いをし、そこで合意が成立すれば、調停成
立ということで、裁判官が調停主任として加わ
り、調停主任と民事調停委員で構成される調停
委員会のもとで、その合意を確認したうえで調
停調書に記載することによって紛争を解決する
ものです。
　調停成立によって事件が終了した場合、その
調停で合意に達したこと（前記貸金返還請求の
場合の分割支払等）を任意に履行しない場合、そ
の調停調書に基づいて、強制執行によりその合
意を強制的に実現することができます。
●民事調停事件の種類
　民事調停事件には、次の種類があります。
①民事一般調停、②宅地建物調停、③農事調停、
④商事調停、⑤鉱害調停、⑥交通調停、⑦公害等
調停、⑧知的財産調停、⑨特定調停
●調停前置主義
　地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又
は建物の借賃の額の増減の請求に関する事件に
ついての訴えを提起する者は、まず調停の申立
てをしなければならないとされています（民事
調停法［以下、民調法］24条の２第１項）。これら
の事件について、調停の申立てをすることなく
訴えを提起した場合は、受訴裁判所は、原則とし

て、その事件を調停に付さなければならないと
されています（必要的付調停）（民調法24条の２
第２項）。
　その他の事件でも、訴訟提起を受けた受訴裁
判所は、適当であると認めるときは、職権で、訴
訟事件を調停に付することができます（任意的
付調停）（民調法20条１項）。
●民事調停の申立先
　民事調停事件は、原則として、相手方の住所、
居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄す
る簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁
判所若しくは簡易裁判所の管轄に属することに
なります（民調法３条）。
　そのほかに、特定の調停事件（前述民事調停事
件の種類の②～⑧）については、それぞれ特別の
管轄が定められています（民調法24条、26条、
32条、33条の２、33条の３、33条の４）。
●民事調停の申立て
　民事調停の申立ては、申立書を裁判所に提出
して行います（民調法４条の２第１項）。
　調停の申立書には、申立ての趣旨と紛争の要
点を記載するものとされ（民調法４条の２第２
項２号）、どのような紛争が生じていて、どのよ
うな解決を求めるのかが分かれば、訴訟の申立
書（訴状）において要求される、請求の法的根拠
となる要件（請求原因事実）の記載がなくてもよ
いとされています。紛争解決の結果である申立
ての趣旨についても、訴訟では、請求の趣旨とし
て特定しなければなりませんが、調停において
は、申立て段階では、「相当な調停を求める」「適
当と認められる金額の確定を求める」といった

程度でもよいとされています。
　調停の申立手数料は、訴訟の約半分です（民事
訴訟費用等に関する法律［以下、民訴費用法］３
条１項別表第１・１項及び14項）。
●民事調停機関
　民事調停は、調停委員会で行うのが原則です
（民調法５条１項本文）。裁判所が相当であると
認めたときは、裁判官だけで調停を行うことが
できます（民調法５条１項但し書）が、当事者の
申立てがあるときは、調停委員会で調停を行わ
なければなりません（民調法５条２項）。
　調停委員会は、調停主任（裁判官［民調法７条
１項］又は民事調停官［民調法23条の３］）１人
及び民事調停委員（民調法８条）２人以上で組織
されます（民調法６条）。
●事実の認定及び解決案の提示
　民事調停においては、調停委員が、その豊富な
社会経験により、当事者からの事情聴取に基づ
いて、紛争解決の前提としての事実認定をして
いきます。そして、調停主任となる裁判官等を含
む調停委員会において、事実認定として判断を
していくことになります。その事実認定に基づ
き、解決案を作成し、それを当事者に提示するこ
とになります。
●民事調停事件の終了
　民事調停事件は、合意が成立し、調停が成立す
れば、事件が終了しますが、そのほかにも、以下
の理由で事件が終了します。
１．調停申立書の却下
　申立書の必要的記載事項（①当事者及び法定
代理人、②申立ての趣旨及び紛争の要点）（民調
法４条の２第２項）の不備や申立手数料の不足
（民訴費用法６条）などがある場合などに、調停
主任の命により裁判所書記官が補正を促し（民
事調停規則10条）、それに応じないときは裁判  
長が補正を命じ（民調法22条［非訟事件手続法
〈以下、非訟法〉43条４項］）、それでも補正がな
されないときは、命令で申立書を却下しなけれ

ばなりません（民調法22条［非訟法43条５
項］）。
２．調停不成立
　当事者間に合意が成立する見込みがない場合
又は成立した合意が相当でないと認める場合に
おいて、裁判所が「調停に代わる決定」をしない
ときは、調停が成立しないものとして事件を終
了させることができます（民調法14条）。
３．調停に代わる決定（17条決定）
　裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込
みがない場合において相当と認めるときは、当
該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を
聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の
事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨
に反しない限度で、事件の解決のために必要な
決定をすることもできます（民調法17条）。
４．調停をしない措置
　調停委員会は、事件が性質上調停をするのに
適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な
目的でみだりに調停の申立てをしたと認めると
きは、調停をしないものとして、事件を終了させ
ることができます（民調法13条）。
５．調停申立ての取下げ
　調停の申立ては、調停事件が終了するまで、取
り下げることができます。ただ、「調停に代わる
決定」がされた後にあっては、相手方の同意を得
なければなりません（民調法19条の２）。
６．調停申立ての取下げ擬制
　調停事件の申立人が、連続して２回、呼出しを
受けた調停事件の手続の期日に出頭せず、又は
呼出しを受けた調停事件の手続の期日において
陳述をしないで退席したときは、調停委員会は、
申立ての取下げがあったものとみなすことがで
きます（民調法22条［非訟法64条］）。
７．調停条項の裁定による調停成立
　宅地建物調停事件のうち地代借賃増減調停事
件（民調法24条の３）については、調停委員会
は、当事者間に合意が成立する見込みがない場

合又は成立した合意が相当でないと認める場合
において、当事者間に調停委員会の定める調停
条項に服する旨の書面による合意（調停申立て
後になされたものに限る）があるときは、申立て
により、事件解決のために適当な調停条項を定
めることができます（民調法24条の３）。（商事
調停事件［民調法31条］及び鉱害調停事件［民調
法33条］は、24条の３を準用）。
●調停の成立
　当事者間に合意が成立し、調停が成立すれば、
調停成立の調書が作成されます。当該調停成立
の調書の記載は、裁判上の和解と同一の効力を
有し（民調法16条）、確定判決と同一の効力を有
し（民事訴訟法［以下、民訴法］267条）、調停条項
に金銭の支払や物の引渡しなどの給付をするこ
との給付条項があれば、強制執行ができる債務
名義となります（民事執行法［以下、民執法］22
条７号）。

●特定調停制度
１．特定調停事件
　支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済
的再生のための債務等の調整の促進のための民
事調停の特例として、特定調停手続が定められ
ています（特定債務等の調整の促進のための特
定調停に関する法律［以下、特定調停法］１条）。
　この特定調停の申立てをすることができる者
（特定債務者）は、金銭債務を負っている者で
あって、①支払不能に陥るおそれがあるもの、②
事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある
債務を弁済することが困難であるもの、③債務
超過に陥るおそれのある法人（特定調停法２条
１項）です。特定調停手続は、多額の債務を抱え
る者が破産せずに返済の負担を軽減して、経済
的再生を図る制度として利用されています。
２．特定調停事件の管轄
　特定調停事件の管轄裁判所は、相手方である
債権者の住所等を管轄する簡易裁判所です（特

定調停法22条［民調法３条］）。
　ただ、特定調停事件では、債権者が複数である
ことが多く、その場合、債権者ごとに管轄を有す
る裁判所が異なることもあります。この場合、す
べての相手方である債権者の事件をまとめて処
理したほうがよいといえます。そのため、債権者
の管轄に属さない事件についても、土地管轄の
規定にかかわらず、すべての債権者の事件をま
とめて処理することができるとされています
（特定調停法４条）。
３．特定調停の申立て
　特定調停の申立時には、①特定調停申立書、②
「特定債務者の資料等（財産の状況を示すべき明
細書その他特定債務者であることを明らかにす
る資料）」の書面、③「関係権利者一覧表」（特定調
停法３条３項）、④債権者の資格証明書等を提出
します。
　申立手数料は、申立てにおいて求める利益に
よって算出されます（民訴費用法４条６項［１
項］［民訴法８条１項］）。特定調停においては、支
払の猶予を求めることになりますが、その具体
的利益を申立時に算出することは難しく、通常、
調停を申し立てる事項の価額が10万円を超え
ないとして、債権者１人／１社につき500円の
手数料を納め、後に、債務額等が確定して調停を
求める事項が10万円を超えることになった場
合に不足額の追納の必要性が生ずることがあり
ます。
４．特定調停事件の終了
　特定調停事件も、合意が成立し、調停が成立す
れば、事件が終了しますが、そのほかにも、通常
の民事調停と同様に、調停不成立、調停に代わる
決定、申立ての取下げ等でも事件が終了します。
　調停が成立した場合、民事調停と同様に、成立
した調停調書は裁判上の和解と同一の効力を有
し、確定判決と同一の効力を有します（特定調停
法22条）。債務者の債権者に対する支払の給付
条項も、強制執行ができる債務名義となります。
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●裁判所で行われる民事調停
　民事調停事件は、民事上の紛争について、裁判
所を通じた話し合いにより紛争を解決するため
の手続です。
　例えば、貸金の借主に対する貸金返還請求事
件では、申立人（貸主）とその請求の相手方（借
主）が、裁判所の調停室で民事調停委員を交えて
話し合いをし、そこで合意が成立すれば、調停成
立ということで、裁判官が調停主任として加わ
り、調停主任と民事調停委員で構成される調停
委員会のもとで、その合意を確認したうえで調
停調書に記載することによって紛争を解決する
ものです。
　調停成立によって事件が終了した場合、その
調停で合意に達したこと（前記貸金返還請求の
場合の分割支払等）を任意に履行しない場合、そ
の調停調書に基づいて、強制執行によりその合
意を強制的に実現することができます。
●民事調停事件の種類
　民事調停事件には、次の種類があります。
①民事一般調停、②宅地建物調停、③農事調停、
④商事調停、⑤鉱害調停、⑥交通調停、⑦公害等
調停、⑧知的財産調停、⑨特定調停
●調停前置主義
　地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又
は建物の借賃の額の増減の請求に関する事件に
ついての訴えを提起する者は、まず調停の申立
てをしなければならないとされています（民事
調停法［以下、民調法］24条の２第１項）。これら
の事件について、調停の申立てをすることなく
訴えを提起した場合は、受訴裁判所は、原則とし

て、その事件を調停に付さなければならないと
されています（必要的付調停）（民調法24条の２
第２項）。
　その他の事件でも、訴訟提起を受けた受訴裁
判所は、適当であると認めるときは、職権で、訴
訟事件を調停に付することができます（任意的
付調停）（民調法20条１項）。
●民事調停の申立先
　民事調停事件は、原則として、相手方の住所、
居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄す
る簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁
判所若しくは簡易裁判所の管轄に属することに
なります（民調法３条）。
　そのほかに、特定の調停事件（前述民事調停事
件の種類の②～⑧）については、それぞれ特別の
管轄が定められています（民調法24条、26条、
32条、33条の２、33条の３、33条の４）。
●民事調停の申立て
　民事調停の申立ては、申立書を裁判所に提出
して行います（民調法４条の２第１項）。
　調停の申立書には、申立ての趣旨と紛争の要
点を記載するものとされ（民調法４条の２第２
項２号）、どのような紛争が生じていて、どのよ
うな解決を求めるのかが分かれば、訴訟の申立
書（訴状）において要求される、請求の法的根拠
となる要件（請求原因事実）の記載がなくてもよ
いとされています。紛争解決の結果である申立
ての趣旨についても、訴訟では、請求の趣旨とし
て特定しなければなりませんが、調停において
は、申立て段階では、「相当な調停を求める」「適
当と認められる金額の確定を求める」といった

程度でもよいとされています。
　調停の申立手数料は、訴訟の約半分です（民事
訴訟費用等に関する法律［以下、民訴費用法］３
条１項別表第１・１項及び14項）。
●民事調停機関
　民事調停は、調停委員会で行うのが原則です
（民調法５条１項本文）。裁判所が相当であると
認めたときは、裁判官だけで調停を行うことが
できます（民調法５条１項但し書）が、当事者の
申立てがあるときは、調停委員会で調停を行わ
なければなりません（民調法５条２項）。
　調停委員会は、調停主任（裁判官［民調法７条
１項］又は民事調停官［民調法23条の３］）１人
及び民事調停委員（民調法８条）２人以上で組織
されます（民調法６条）。
●事実の認定及び解決案の提示
　民事調停においては、調停委員が、その豊富な
社会経験により、当事者からの事情聴取に基づ
いて、紛争解決の前提としての事実認定をして
いきます。そして、調停主任となる裁判官等を含
む調停委員会において、事実認定として判断を
していくことになります。その事実認定に基づ
き、解決案を作成し、それを当事者に提示するこ
とになります。
●民事調停事件の終了
　民事調停事件は、合意が成立し、調停が成立す
れば、事件が終了しますが、そのほかにも、以下
の理由で事件が終了します。
１．調停申立書の却下
　申立書の必要的記載事項（①当事者及び法定
代理人、②申立ての趣旨及び紛争の要点）（民調
法４条の２第２項）の不備や申立手数料の不足
（民訴費用法６条）などがある場合などに、調停
主任の命により裁判所書記官が補正を促し（民
事調停規則10条）、それに応じないときは裁判  
長が補正を命じ（民調法22条［非訟事件手続法
〈以下、非訟法〉43条４項］）、それでも補正がな
されないときは、命令で申立書を却下しなけれ

ばなりません（民調法22条［非訟法43条５
項］）。
２．調停不成立
　当事者間に合意が成立する見込みがない場合
又は成立した合意が相当でないと認める場合に
おいて、裁判所が「調停に代わる決定」をしない
ときは、調停が成立しないものとして事件を終
了させることができます（民調法14条）。
３．調停に代わる決定（17条決定）
　裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込
みがない場合において相当と認めるときは、当
該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を
聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の
事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨
に反しない限度で、事件の解決のために必要な
決定をすることもできます（民調法17条）。
４．調停をしない措置
　調停委員会は、事件が性質上調停をするのに
適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な
目的でみだりに調停の申立てをしたと認めると
きは、調停をしないものとして、事件を終了させ
ることができます（民調法13条）。
５．調停申立ての取下げ
　調停の申立ては、調停事件が終了するまで、取
り下げることができます。ただ、「調停に代わる
決定」がされた後にあっては、相手方の同意を得
なければなりません（民調法19条の２）。
６．調停申立ての取下げ擬制
　調停事件の申立人が、連続して２回、呼出しを
受けた調停事件の手続の期日に出頭せず、又は
呼出しを受けた調停事件の手続の期日において
陳述をしないで退席したときは、調停委員会は、
申立ての取下げがあったものとみなすことがで
きます（民調法22条［非訟法64条］）。
７．調停条項の裁定による調停成立
　宅地建物調停事件のうち地代借賃増減調停事
件（民調法24条の３）については、調停委員会
は、当事者間に合意が成立する見込みがない場

合又は成立した合意が相当でないと認める場合
において、当事者間に調停委員会の定める調停
条項に服する旨の書面による合意（調停申立て
後になされたものに限る）があるときは、申立て
により、事件解決のために適当な調停条項を定
めることができます（民調法24条の３）。（商事
調停事件［民調法31条］及び鉱害調停事件［民調
法33条］は、24条の３を準用）。
●調停の成立
　当事者間に合意が成立し、調停が成立すれば、
調停成立の調書が作成されます。当該調停成立
の調書の記載は、裁判上の和解と同一の効力を
有し（民調法16条）、確定判決と同一の効力を有
し（民事訴訟法［以下、民訴法］267条）、調停条項
に金銭の支払や物の引渡しなどの給付をするこ
との給付条項があれば、強制執行ができる債務
名義となります（民事執行法［以下、民執法］22
条７号）。

●特定調停制度
１．特定調停事件
　支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済
的再生のための債務等の調整の促進のための民
事調停の特例として、特定調停手続が定められ
ています（特定債務等の調整の促進のための特
定調停に関する法律［以下、特定調停法］１条）。
　この特定調停の申立てをすることができる者
（特定債務者）は、金銭債務を負っている者で
あって、①支払不能に陥るおそれがあるもの、②
事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある
債務を弁済することが困難であるもの、③債務
超過に陥るおそれのある法人（特定調停法２条
１項）です。特定調停手続は、多額の債務を抱え
る者が破産せずに返済の負担を軽減して、経済
的再生を図る制度として利用されています。
２．特定調停事件の管轄
　特定調停事件の管轄裁判所は、相手方である
債権者の住所等を管轄する簡易裁判所です（特

定調停法22条［民調法３条］）。
　ただ、特定調停事件では、債権者が複数である
ことが多く、その場合、債権者ごとに管轄を有す
る裁判所が異なることもあります。この場合、す
べての相手方である債権者の事件をまとめて処
理したほうがよいといえます。そのため、債権者
の管轄に属さない事件についても、土地管轄の
規定にかかわらず、すべての債権者の事件をま
とめて処理することができるとされています
（特定調停法４条）。
３．特定調停の申立て
　特定調停の申立時には、①特定調停申立書、②
「特定債務者の資料等（財産の状況を示すべき明
細書その他特定債務者であることを明らかにす
る資料）」の書面、③「関係権利者一覧表」（特定調
停法３条３項）、④債権者の資格証明書等を提出
します。
　申立手数料は、申立てにおいて求める利益に
よって算出されます（民訴費用法４条６項［１
項］［民訴法８条１項］）。特定調停においては、支
払の猶予を求めることになりますが、その具体
的利益を申立時に算出することは難しく、通常、
調停を申し立てる事項の価額が10万円を超え
ないとして、債権者１人／１社につき500円の
手数料を納め、後に、債務額等が確定して調停を
求める事項が10万円を超えることになった場
合に不足額の追納の必要性が生ずることがあり
ます。
４．特定調停事件の終了
　特定調停事件も、合意が成立し、調停が成立す
れば、事件が終了しますが、そのほかにも、通常
の民事調停と同様に、調停不成立、調停に代わる
決定、申立ての取下げ等でも事件が終了します。
　調停が成立した場合、民事調停と同様に、成立
した調停調書は裁判上の和解と同一の効力を有
し、確定判決と同一の効力を有します（特定調停
法22条）。債務者の債権者に対する支払の給付
条項も、強制執行ができる債務名義となります。
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●裁判所で行われる民事調停
　民事調停事件は、民事上の紛争について、裁判
所を通じた話し合いにより紛争を解決するため
の手続です。
　例えば、貸金の借主に対する貸金返還請求事
件では、申立人（貸主）とその請求の相手方（借
主）が、裁判所の調停室で民事調停委員を交えて
話し合いをし、そこで合意が成立すれば、調停成
立ということで、裁判官が調停主任として加わ
り、調停主任と民事調停委員で構成される調停
委員会のもとで、その合意を確認したうえで調
停調書に記載することによって紛争を解決する
ものです。
　調停成立によって事件が終了した場合、その
調停で合意に達したこと（前記貸金返還請求の
場合の分割支払等）を任意に履行しない場合、そ
の調停調書に基づいて、強制執行によりその合
意を強制的に実現することができます。
●民事調停事件の種類
　民事調停事件には、次の種類があります。
①民事一般調停、②宅地建物調停、③農事調停、
④商事調停、⑤鉱害調停、⑥交通調停、⑦公害等
調停、⑧知的財産調停、⑨特定調停
●調停前置主義
　地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又
は建物の借賃の額の増減の請求に関する事件に
ついての訴えを提起する者は、まず調停の申立
てをしなければならないとされています（民事
調停法［以下、民調法］24条の２第１項）。これら
の事件について、調停の申立てをすることなく
訴えを提起した場合は、受訴裁判所は、原則とし

て、その事件を調停に付さなければならないと
されています（必要的付調停）（民調法24条の２
第２項）。
　その他の事件でも、訴訟提起を受けた受訴裁
判所は、適当であると認めるときは、職権で、訴
訟事件を調停に付することができます（任意的
付調停）（民調法20条１項）。
●民事調停の申立先
　民事調停事件は、原則として、相手方の住所、
居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄す
る簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁
判所若しくは簡易裁判所の管轄に属することに
なります（民調法３条）。
　そのほかに、特定の調停事件（前述民事調停事
件の種類の②～⑧）については、それぞれ特別の
管轄が定められています（民調法24条、26条、
32条、33条の２、33条の３、33条の４）。
●民事調停の申立て
　民事調停の申立ては、申立書を裁判所に提出
して行います（民調法４条の２第１項）。
　調停の申立書には、申立ての趣旨と紛争の要
点を記載するものとされ（民調法４条の２第２
項２号）、どのような紛争が生じていて、どのよ
うな解決を求めるのかが分かれば、訴訟の申立
書（訴状）において要求される、請求の法的根拠
となる要件（請求原因事実）の記載がなくてもよ
いとされています。紛争解決の結果である申立
ての趣旨についても、訴訟では、請求の趣旨とし
て特定しなければなりませんが、調停において
は、申立て段階では、「相当な調停を求める」「適
当と認められる金額の確定を求める」といった

程度でもよいとされています。
　調停の申立手数料は、訴訟の約半分です（民事
訴訟費用等に関する法律［以下、民訴費用法］３
条１項別表第１・１項及び14項）。
●民事調停機関
　民事調停は、調停委員会で行うのが原則です
（民調法５条１項本文）。裁判所が相当であると
認めたときは、裁判官だけで調停を行うことが
できます（民調法５条１項但し書）が、当事者の
申立てがあるときは、調停委員会で調停を行わ
なければなりません（民調法５条２項）。
　調停委員会は、調停主任（裁判官［民調法７条
１項］又は民事調停官［民調法23条の３］）１人
及び民事調停委員（民調法８条）２人以上で組織
されます（民調法６条）。
●事実の認定及び解決案の提示
　民事調停においては、調停委員が、その豊富な
社会経験により、当事者からの事情聴取に基づ
いて、紛争解決の前提としての事実認定をして
いきます。そして、調停主任となる裁判官等を含
む調停委員会において、事実認定として判断を
していくことになります。その事実認定に基づ
き、解決案を作成し、それを当事者に提示するこ
とになります。
●民事調停事件の終了
　民事調停事件は、合意が成立し、調停が成立す
れば、事件が終了しますが、そのほかにも、以下
の理由で事件が終了します。
１．調停申立書の却下
　申立書の必要的記載事項（①当事者及び法定
代理人、②申立ての趣旨及び紛争の要点）（民調
法４条の２第２項）の不備や申立手数料の不足
（民訴費用法６条）などがある場合などに、調停
主任の命により裁判所書記官が補正を促し（民
事調停規則10条）、それに応じないときは裁判  
長が補正を命じ（民調法22条［非訟事件手続法
〈以下、非訟法〉43条４項］）、それでも補正がな
されないときは、命令で申立書を却下しなけれ

ばなりません（民調法22条［非訟法43条５
項］）。
２．調停不成立
　当事者間に合意が成立する見込みがない場合
又は成立した合意が相当でないと認める場合に
おいて、裁判所が「調停に代わる決定」をしない
ときは、調停が成立しないものとして事件を終
了させることができます（民調法14条）。
３．調停に代わる決定（17条決定）
　裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込
みがない場合において相当と認めるときは、当
該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を
聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の
事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨
に反しない限度で、事件の解決のために必要な
決定をすることもできます（民調法17条）。
４．調停をしない措置
　調停委員会は、事件が性質上調停をするのに
適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な
目的でみだりに調停の申立てをしたと認めると
きは、調停をしないものとして、事件を終了させ
ることができます（民調法13条）。
５．調停申立ての取下げ
　調停の申立ては、調停事件が終了するまで、取
り下げることができます。ただ、「調停に代わる
決定」がされた後にあっては、相手方の同意を得
なければなりません（民調法19条の２）。
６．調停申立ての取下げ擬制
　調停事件の申立人が、連続して２回、呼出しを
受けた調停事件の手続の期日に出頭せず、又は
呼出しを受けた調停事件の手続の期日において
陳述をしないで退席したときは、調停委員会は、
申立ての取下げがあったものとみなすことがで
きます（民調法22条［非訟法64条］）。
７．調停条項の裁定による調停成立
　宅地建物調停事件のうち地代借賃増減調停事
件（民調法24条の３）については、調停委員会
は、当事者間に合意が成立する見込みがない場

合又は成立した合意が相当でないと認める場合
において、当事者間に調停委員会の定める調停
条項に服する旨の書面による合意（調停申立て
後になされたものに限る）があるときは、申立て
により、事件解決のために適当な調停条項を定
めることができます（民調法24条の３）。（商事
調停事件［民調法31条］及び鉱害調停事件［民調
法33条］は、24条の３を準用）。
●調停の成立
　当事者間に合意が成立し、調停が成立すれば、
調停成立の調書が作成されます。当該調停成立
の調書の記載は、裁判上の和解と同一の効力を
有し（民調法16条）、確定判決と同一の効力を有
し（民事訴訟法［以下、民訴法］267条）、調停条項
に金銭の支払や物の引渡しなどの給付をするこ
との給付条項があれば、強制執行ができる債務
名義となります（民事執行法［以下、民執法］22
条７号）。

●特定調停制度
１．特定調停事件
　支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済
的再生のための債務等の調整の促進のための民
事調停の特例として、特定調停手続が定められ
ています（特定債務等の調整の促進のための特
定調停に関する法律［以下、特定調停法］１条）。
　この特定調停の申立てをすることができる者
（特定債務者）は、金銭債務を負っている者で
あって、①支払不能に陥るおそれがあるもの、②
事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある
債務を弁済することが困難であるもの、③債務
超過に陥るおそれのある法人（特定調停法２条
１項）です。特定調停手続は、多額の債務を抱え
る者が破産せずに返済の負担を軽減して、経済
的再生を図る制度として利用されています。
２．特定調停事件の管轄
　特定調停事件の管轄裁判所は、相手方である
債権者の住所等を管轄する簡易裁判所です（特

定調停法22条［民調法３条］）。
　ただ、特定調停事件では、債権者が複数である
ことが多く、その場合、債権者ごとに管轄を有す
る裁判所が異なることもあります。この場合、す
べての相手方である債権者の事件をまとめて処
理したほうがよいといえます。そのため、債権者
の管轄に属さない事件についても、土地管轄の
規定にかかわらず、すべての債権者の事件をま
とめて処理することができるとされています
（特定調停法４条）。
３．特定調停の申立て
　特定調停の申立時には、①特定調停申立書、②
「特定債務者の資料等（財産の状況を示すべき明
細書その他特定債務者であることを明らかにす
る資料）」の書面、③「関係権利者一覧表」（特定調
停法３条３項）、④債権者の資格証明書等を提出
します。
　申立手数料は、申立てにおいて求める利益に
よって算出されます（民訴費用法４条６項［１
項］［民訴法８条１項］）。特定調停においては、支
払の猶予を求めることになりますが、その具体
的利益を申立時に算出することは難しく、通常、
調停を申し立てる事項の価額が10万円を超え
ないとして、債権者１人／１社につき500円の
手数料を納め、後に、債務額等が確定して調停を
求める事項が10万円を超えることになった場
合に不足額の追納の必要性が生ずることがあり
ます。
４．特定調停事件の終了
　特定調停事件も、合意が成立し、調停が成立す
れば、事件が終了しますが、そのほかにも、通常
の民事調停と同様に、調停不成立、調停に代わる
決定、申立ての取下げ等でも事件が終了します。
　調停が成立した場合、民事調停と同様に、成立
した調停調書は裁判上の和解と同一の効力を有
し、確定判決と同一の効力を有します（特定調停
法22条）。債務者の債権者に対する支払の給付
条項も、強制執行ができる債務名義となります。
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